
駐車場整備地区内である

特定用途（共同住宅を除く）
の延べ面積＋（非特定用途及
び共同住宅の延べ面積／２）
が 1 , 0 0 0 ㎡ 以 上 で あ る

附置義務条例適用地区
（周辺地区）である

特定用途（共同住宅を
除く）の延べ面積が
2 , 0 0 0㎡以上である

届出必要 届出不要
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附置義務条例に関する届出の判断フロー
（ 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 以 降 ）


